
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

主催：栗東市 協賛：栗東市社会福祉協議会・栗東生活支援協議会 
 お問合せ先：栗東市役所 環境政策課 TEL：５５１－０３４１ 

 

 
※すべて未開封・未使用のもの 
 
 
 
 
 
 

・お米(白米・玄米・レトルトごはん) 
・パスタ、そうめんなどの乾麺 
・缶詰、レトルト食品、インスタント食品 
・海苔、お茶漬け、ふりかけ 
・飲料(ジュース・コーヒー・お茶など) 
・調味料(醤油・食用油・みそ・砂糖など) 
・粉ミルク、離乳食、お菓子 

〇お持ちいただきたい食品 
 

・賞味期限(精米日)が明記されていない食品 
・賞味期限が１ヶ月を切っているもの 
・開封されているもの 
・生鮮品(生肉魚介類・野菜類)や常温で保管 

できないもの 
・アルコール(みりん・料理酒除く) 
・食品表示がないもの(日本語表記) 
 

×お預かりできない食品 
 


